
四日市市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行

細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年７月３０日 

                    四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第５５号 

四日市市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

施行細則の一部を改正する規則 

 四日市市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行

細則（平成２０年四日市市規則第４８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（管理者兼務許可申請書） （管理者兼務許可申請書） 

第２条 法第７条第４項ただし書、法第

１７条第８項において準用する第７条

第４項ただし書（薬局製造販売医薬品

に係るものに限る。）、法第２８条第

４項ただし書及び法第３９条の２第２

項ただし書の許可を受けようとする者

は、薬局・薬局製造販売医薬品製造

業・店舗販売業・高度管理医療機器等

営業所管理者兼務許可証申請書（第１

号様式）を保健所長に提出しなければ

ならない。ただし、新たに薬局、薬局

製造販売医薬品製造業の製造所、店舗

販売業の店舗及び高度管理医療機器等

販売業及び貸与業の営業所（以下「薬

局等」という。）の許可を受ける場合

又は管理者の変更を行おうとする場合

は、新規業許可申請又は変更届と同時

に提出するものとする。 

２及び３ （略） 

第２条 法第７条第３項ただし書、法第

１７条第４項において準用する第７条

第３項ただし書（薬局製造販売医薬品

に係るものに限る。）、法第２８条第

３項ただし書及び法第３９条の２第２

項ただし書の許可を受けようとする者

は、薬局・薬局製造販売医薬品製造

業・店舗販売業・高度管理医療機器等

営業所管理者兼務許可証申請書（第１

号様式）を保健所長に提出しなければ

ならない。ただし、新たに薬局、薬局

製造販売医薬品製造業の製造所、店舗

販売業の店舗及び高度管理医療機器等

販売業及び貸与業の営業所（以下「薬

局等」という。）の許可を受ける場合

又は管理者の変更を行おうとする場合

は、新規業許可申請又は変更届と同時

に提出するものとする。 

２及び３ （略） 



  

（管理者兼務許可書） （管理者兼務許可書） 

第３条 保健所長は、法第７条第４項た

だし書、法第１７条第８項において準

用する第７条第４項ただし書（薬局製

造販売医薬品に係るものに限る。）、

法第２８条第４項ただし書、及び法第

３９条の２第２項ただし書の許可した

ときは、薬局・薬局製造販売医薬品製

造業・店舗販売業・高度管理医療機器

等営業所管理者兼務許可書（第２号様

式（以下「許可書」という。））を当

該申請者に交付するものとする。 

第３条 保健所長は、法第７条第３項た

だし書、法第１７条第４項において準

用する第７条第３項ただし書（薬局製

造販売医薬品に係るものに限る。）、

法第２８条第３項ただし書、及び法第

３９条の２第２項ただし書の許可した

ときは、薬局・薬局製造販売医薬品製

造業・店舗販売業・高度管理医療機器

等営業所管理者兼務許可書（第２号様

式（以下「許可書」という。））を当

該申請者に交付するものとする。 

 

 第１号様式を次のように改める。 

 

 



第１号様式（第２条関係） 

薬   局   

薬局製造販売医薬品製造業   管理者兼務許可申請書 

店舗販売業 

  高度管理医療機器等営業所 

管理する薬局、

薬局製造販売

医薬品製造業、

店舗販売業又

は高度管理医

療機器等営業

所 

名   称 
 

 

所 在 地 
 

 

許可番号及び 

許可年月日 

 

 

 

兼務しようと

する場所 

名   称 
 

 

所 在 地 
 

 

業務の内容 
 

 

業務の期間 
 

 

備  考 
 

 

 

  上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

 

第７条第４項 

第１７条第８項において準用する第７条第４項    ただし書の許可を申請します。 

第２８条第４項 

第３９条の２第２項 

     年   月   日 

 

                 住 所 

                 氏 名               

 

                 薬剤師免許登録年月日 

                 薬剤師免許登録番号 

連絡先： 

 

  四日市市 保健所長 あて 

 



 第３号様式を次のように改める。 

 

 

 



第３号様式（第４条関係） 

薬   局   

薬局製造販売医薬品製造業   管理者兼務許可書返納届 

店舗販売業 

高度管理医療機器営業所 

         

許可番号 
 

 

許可年月日 
 

 

兼務をしなく

なった日 

 

 

兼務をしなく

なった理由 

 

 

備考 
 

 

 

 上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

         

第７条第４項 

第１７条第８項において準用する第７条第４項   ただし書の規定に基づき、 

第２８条第４項 

第３９条の２第２項 

許可された兼務をやめたので、許可書を返納します。 

 

     年   月   日 

 

                 住 所 

                  

氏 名                  

                  

薬剤師免許登録年月日 

                 薬剤師免許登録番号 

 

                 連絡先： 

 

  四日市市 保健所長 あて 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年８月１日から施行する。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則（令和３年四日市市規則第

３２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲

げる手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要しないもの

とする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

規則名 手続又は様式 備考 

 （略） 

四日市市化製場等に関する

法律施行細則（平成２０年

四日市市規則第４５号） 

 （略） 

四日市市と畜場法施行細則

（平成２０年四日市市規則

第５３号） 

 （略） 

 （略） 

  

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲

げる手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要しないもの

とする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

規則名 手続又は様式 備考 

 （略） 

四日市市化製場等に関する  （略） 



法律施行細則（平成２０年

四日市市規則第４５号） 

四日市市医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律施

行細則（平成２０年四日市

市規則第４８号） 

第１号様式及び第３

号様式 

 

四日市市と畜場法施行細則

（平成２０年四日市市規則

第５３号） 

 （略） 

 （略） 

  

 

（健康福祉部衛生指導課） 


